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r三田学会雑誌」83卷1号 （1990年4 月）

大 戦 期 ナ チ ス • ド イ ツ に お け る 女 性 労 働 動 員 （上 )

矢 野 久
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おわりに

は じ め に

本稿の課題は，第二次世界大戦期ナチス• ドイツにおけるドイツ人女性労働動員の実態を解明す 

ることにある。

この時期の女性労働に関する本格的歴史研究が公刊されはじめたのは，1970年代に入ってからの 

ことであり，このことは，ナチス• ドイツに関する歴史研究，とりわけ社会史的研究が1970年代に 

本格化したことと関係している。したがって，また，ナチス期の女性労働に関する社会史的研究は, 

ナチス. ドイツ観あるいはナチズム論とその発展と密接にかかわっているのである。これまでの研 

究を回顧すると，1970年代から80年代中葉までの歴史研究の成果においては，ナチス.ドイツでは 

ドイツ人女性の労働動員が行なわれなかったという説が通説となっていた。とはいえ，通説の中で 

も，その解釈となると一致した見解があるわけではなく，多様であった。

まず，第一の見解は，ナチスのイデオロギー，とくにナチスの女性像を重視するものである。こ 

の見解によれば，ナチスはドイツ人女性の職業活動に反対し，それゆえにドイツ人女性の全般的労 

働動員を導入しなかったのである。換言すれぱ，ナチスは，そのイデオロギーに立脚して意図的に 

ドイツ人女性の労働動員を行なわなかった，というものである。

注 （1 ) 古くは，Gersdorff, 最近では  Winkler: Frauenarbeit; dies.: "Frauenarbeit".
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第一の見解がナチスのイデオロギーとその意図に重点を置いていたのに対し，第二の見解は，同

じくナチスの側に原因を求めるとはいえ，ナチスの側の不安と恐れに究極の原因を求めるものであ

る。この見解によれば， ドイツ人女性の強制的労働動員が住民に受け入れられておらず，したがっ

てそれを導入すると内政上の社会的基盤，とくに国民の支持がえられなくなる，という不安と恐れ
( 2 )

によって， ドイツ人女性の労働動員が行なわれなかったというのである。

この雨者の見解に共通している点は， ドイツ人女性の労働動員がなかったことの原因を，イデオ

ロギーや意図であるか，あるいは不安や恐れであるかを問わず，ナチスの側に，一般的にいえぱ国

家権力の担い手の側に求めているということである。それに対して第三の見解は，国民，とりわけ

ドイツ人女性に視点をおく。彼女たちに労働動員にJSずる気持ちがなかったことに， ドイツ人女性

の労働動員失敗の原因を求めている。その中でも，労働者階級や下層中間層の女性の不満を重視す 
(3) (4)

る立場と労働動員に対する中• 上層階級の女性の意志欠如を重視する立場とがある。

以上が第二次世界大戦期にナチス. ドイツでドイツ人女性の労働動員が行なわれなかったとする

諸見解である。1980年代には， ドイツ人女性の労働動員は行なわれなかったという説は定説になり

つつあったように思われた。ところが，1980年代後半になると， ドイツ人女性の労働動員は行なわ

れたと主張する研究が出てくるようになった。Schupettaは，すでに1939年にドイツ人女性の労働

動員は相対的に限度に達しており，それゆえ，大戦期にはドイツ人女性を労働動員できなかった， 
(5)

と主張し，O veryは，ナチスは積極的にドイツ人女性を労働動員したため，1941年までに限界に
( 6 )

達してしまい，それ以降はドイツ人女性を労働動員できなかった，と強調する。

このように，最近の研究史を回顧すると，ナチス. ドイツにおけるドイツ人女性労働動員の実態 

についても， またその実態の起因についても，一致した見解があるわけではないことが明らかとな 

ろう。そこで本稿では，第二次世界大戦期におけるドイツ人女性の労働動員の実態を分析し，その 

実態をもたらした原因を明らかにすることにしたい。まず，統計資料をもとに，1930年代ならびに 

第二次世界大戦期におけるドイツ人女性の就業状況を分析する。次に，この統計分析にもとづいて， 

二つの観点からアプローチすることによって，この就業状況をもたらした原因を明らかにする。そ 

の第一は，ナチス. ドイツがどのような女性労働配置政策を導入したのかであり，第二は， ドイツ 

人女性はこの政策に对してどのような態度をとったのかであり，この二つの問題設定に答えること 

によって，大戦期ドイツ人女性の労働動員のま態をもたらした要因を明らかにしようとするもので 

ある。

注 （2) Mason; Frauen , S .177 ; DZW, Bd. 2, S. 313 ； Bleyer, S. 95f.; Eichholtz: Kriegswirtschaft, 

I und n.
(3 ) Bajohr, S. 294.

( 4 )  Rupp, S ,192.

(5 ) Schupetta, S. 125f.

(6  ) Overy, S. 425ff.
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第一章女性就業構造

第一節大戦以前の女性就業

まず，第二次世界大戦以前のドイツ人女性の就業状況を分析しよう。政権掌握当初， ナチスは，

「共働き」 を減らし， 女性就業者数を減少させることによって， 男性の雇用機会を増加させようと

した。 この意図は，女性就業者数を減少させる法的措置の導入には至らなかったが， ナチスは，「女

性は家庭に」 という，主 婦 と 母 性 を 重 視 す る イ デ オ ロ ギ ー （ここでは母性イデオロギーと称す）にもと
(7)

づいて，プロバガンダを積極的に推進する一方で， こうした単なるプロパガンダを越えて， 結婚資 

金貸付制度を導入することによって，先の意図を実現しようとした。 この制度は， 女性の就業放棄 

を条件に， 1,000RM を眼度に， 男性工業労働者の月収の4 〜 5 倍の額を 貸 付 け ， さらに，子供が

生 ま れると債務を4 分 の 1 削減するものであった。 その意味で， この結婚資金貸付制度は， 労働市
( 8 )

場政策であるばかりでなく， 出生数を増加させようとする人口政策でもあった。

しかしこうした措置は， 女性就業者数の減少をもたらしはしなかった。 むしろ女性就業者数は増 

加を示した。 健康保険被保険者統計によると， 女 性 労 働 者 • 職員の絶対数は1932年から1936年の間
C9)

に460万名から551万名へと， 19.8%増加している。 同様のことは工業統計によっても確認しうる。

工業部門に就業する女性の数は1933年から36年までに121万名から155方名になり，28. 5% の増加を

みたのである。 もちろん，工業就業者全体に占める女性の比率は29.3%から24. 7% に低下していろ 
(10)
力;，これは，ナチスのプロバガンダあるいは結婚資金貸付制度の結果ではなく，建設業，機械製造 

業，鉄 • 金属産業等の男性就業比率の高い生産財工業部門で就業者数が急増したのに対し，衣服業，

繊維産業等の女性就業比率の高い消費財工業部門では就業者数が急増しなかった， という社会経済
(11)

的理由によるものである。

このように， ナチスのプロバガンダないし政策は女性就業者数を減少させはしなかったが，一方— 

婚姻数の増加という結果をもたらした。婚姻数は1932年の最低水準51万 7,000組 か ら 1936年には61

万組へと増加し，人口比率においても人口1,000名 に 対 し 7.9組 か ら 9.1組へと上昇し， さらに1939
(12)

年 には11.2組にまで上昇したのである。

出生率はどのように変化したであろう力、。世 紀 転 換 期 に は 人 口1,000名あたり36名が出生してい 

たが， その後一貫して出生率は低下し，1933年 に は 人 口 1,000名あたり14. 7名と最低を示した。 し

注 （7) Winkler:Frauenarbeit, h. 42ff.; Klinksitk, S .101;Schoenbaum, S. 226ff,邦訳214頁以下。

( 8 )  Mason: "Frauen", S .139 ; Klinksiek, S. 102f.

( 9 ) 男性の就業者数増加は同時期に52. 8%であったため，被保険労働者.職員総数に占める女性の相对 

的比率は36. 8%から31.2%へと低下した。Stat. Handb" S. 474.

a の 1939, S. 389ff.

(11) WuS, 1939, S. 389 ; Mason: "Frauen", S .140 ; Winkler: "Frauenarbeit", S. 107.

(12) Stat. Handb., S. 47.
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かし1934年以降出生数は相対的に増加し， 1936年 に は 人 ロ 1,000名 に 対 す る 出 生 率 は19.0 名に，
(13)

1939年には20.4名に上昇するにいたった。 この出生率上昇をもたらした原因としては， 扶養家族控
(14)

除，産婦への出産手当， 児童手当等の福祉政策の導入と堕胎に対する旭罰の強化が考えられる。 し

かし， ナチスのプロバガンダと政策が婚姻数の増加をもたらしたとはいえ， 出生率の上昇をもたら

したとはいえない。 というのは，1929年 に 結 婚 し 5 年 後の1934年末になお婚姻関係を継続してい

た夫婦のうち，25.9%には子がなく，36.4%がー子をもうけていた。 それに対して1933年に結婚し，

5 年後の1938年末になお婚姻関係を継続していた夫® のうち，子がない夫婦は33.1% , —子をもう
(15)

けた夫婦は26.8%にすぎず，子のない夫婦の割合が増えているからである。

1930年 代 後 半 の い わ ゆ る r 四力年計画」 の時期になると， 失業をいかに克服するかはもはや問題
(16)

ではなくなり， 必要な労働力をいかに調達するかが問題となった。 その中で， 主婦と母性の積極的 

意味そのものは変更されることなく， 女 性 労 働 力 も 無 視 し え な 、重要な労働力供給源とみなされる 

ようになった。 そこで，1930年代後半期におけるドイツ人女性の就業状況と構造を明らかにするた 

めに，1933年と1939年の国勢調査を比較検討することにしよう。表 1 から明らかになる点は，第一 

に， 女 性 就 業 率 （女性人口に占める女性就業者数の比率)， とりわけ既婚女性の就業率が上昇したとい 

うことである。第二に， 婚姻は女性を労働過程から家庭にひきもどすことにはならなかったという 

ことである。 この点を明らかにするために，20歳から29歳までの女性をみてみよう。 この年齢層は,, 

第一次世界大戦期生まれのため， その人口は減少している。 しかも， この年齢層の就ま率は大幅に 

低下していた。 しかし注目すべき点は， 同年齢層の既婚者であり， 彼女たちの就業者数は増加の一
(17)

途をたどり， したがって， その就業率は28.5%から31.3%へと上昇しているのである。

次に，社 会 層 別 • 産業部門別にドイツ人女性の就業構造をみると，表 2 が示すように， ドイツ人 

女性の就業として重要な位置を占めていたのが，補助家族構成員であり， その83% は農業部門に従 

事 していた。 しかも， この農業部門では農業労働者の減少をこの補助家族構成員数の増加によって 

補填しており， その意味でとくに非就業の女性家族構成員が農業部門に投入されていたといえる。 

また女性就業にとって少なからぬ割合を占め， ほ ぼ 100 % 女性によって担われていた家事享公は， 

補助家族構成員ほどではないとはいえ，1930年代に増加し， 女性就業者全体の10.5% を占めるよう 

になった。 したがって， 女性就業者の約半分がこの農業部門と家享享公の二部門で就業していたこ

注 （13) Stat. Handb,, S. 47.

(14) Winkler： Frauenarbeit, S .49; Mason; "Frauen"，S. 142ff.

(15) Stat. Handb., S. 54f. ； Mason: "Frauen", S. 150ff.

(16) Mason: Arbeiterklasse; ders.: S'ozialpolitik; Yano: Huttenarbeiter,

(17) WuS. 1941, S. 50ff.; Mason: "Frauen", S. 162f.ただ，女性就業と結婚との関係については，社. 

会階層によって大きな格差が生じている点に注意する必要がある。1939年には女性の就業者総数のう 

ち41.4鬼が既婚であったが，官吏，職員層においては6 .2 % ,1 1 .4%と婚姻率は低く，また労働者， 

自営業者においても28. 2%, 28. 7%で平均を下まわっていた。それに対し補助家族構成員（mithel- 

fende Familienangeh5rige)の場合には70. 8 ^  と JE倒的に婚姻率が高かった。Statisiik des Deutschen 

Reichs, Bd. 556/2, 1942, S. 4 ; Mason: "Frauen", S. 164.



表 21933年，1939年の社会階層•産業部門別就業者統計

(単位:1,000名）

1939年 1933年 増 減 (％)

全 体 男性 女 性 全 体 男 性 女 性 全 体 男性 女 性

農林業

自宫業者 1,958,1 1,714,8 243,3 2,177,8 1,875,9 301,9 -10.0 一 8,6 -19.4

補助家族構成員 4,772,3 942,4 3,829,9 4,516,2 1,046,6 3,469,6 + 5.7 一10.0 + 10.4

職買•官吏 92,9 82,5 10,4 118,1 99,0 19,1 -21.3 一16.7 -45.5

官吏 17,6 17,6 一 17,0 16,9 0,1 + 3.5 + 4.1 -

職貝 75,3 64,9 10,4 101,1 82,1 19,0 一 25.5 一 21.0 -45.3

労働者 2,111,0 1,314,0 797,0 2,530,7 1,672,5 858,2 -16.6 一 21-4 一 7.1

合 計 8,934,3 4,053,7 4,880,6 9,342,8 4,694,0 4,648,8 一 4.4 一13.6 + 5.0

工業•手工業

自営業者 1,367,6 1,144,6 223,0 1,490,2 1,243,5 246,7 一 8.2 一 8.0 一 9.6

補助家族構成貝 292,1 23,8 268,3 273,1 46,7 226,4 + 7.0 一 49.0 + 18:5

職買•官吏 1,677,7 1,203,2 474,5 1,349,5 1,020,9 328,6 + 24.3 + 17.9 +44.4

官吏 26,2 25,8 0,4 23,3 22,8 0,5 + 12,4 + 13.2 -20.0

職買 1,651,5 1,177,4 474,1 1,326,2 998,1 328,1 + 24.5 + 18.0 + 44.5

労働者 11,080,7 8,736,2 2,344,5 9,938,4 7,981,7 1,956,7 + 11.5 + 9.5 + 19.8

合 計 14,418,1 11,107,8 3,310,3 13,051,2 10,292,8 2,758,4 + 10.5 + 7.9 + 20.0

商業 •交通

自営業者 1,169,7 895,0 274,7 1,250,3 935,2 315,1 一 6.4 一 4.3 -12.8

補助家族構成貝 521,6 40,1 481,5 496,4 66,8 429,6 + 5,1 一 40.0 + 12.1

職員•官吏 2,324,7 1,478,5 846,2 2,333,0 1,540,4 792,6 一 0.4 一  4.0 + 6.8

官吏 573,9 .540,0 33,9 549,5 510,5 39,0 + 4.4 + 5.8 一13.1

職員 1,750,8 938,5 812,3 1,783,5 1,029,9 753,6 一 1.8 - 8 . 9 + 7.8

労働者 1,992,1 1,510,6 481,5 1,883,1 1,456,0 427,1 + 5.8 + 3-8 + 12.7

合 計 6,008,1 3,924,2 2,083,9 5,962,8 3,998,4 1,964,4 + 0.8 一 1.9 + 6.1

公•私サーヴfス

自営業者 288,4 219,9 68,5 295,3 227,4 67,9 一’ 2.3 一 3.3 + 0.9

補助家族構成員 41,6 2,2 39,4 26,4 3,0 23,4 + 57.6 一 26.7 + 68.4

職貝•官吏 2,367,9 1,717,9 650,0 1,783,4 1,241,0 542,4 + 32.8 + 38.4 + 19.8

官吏 1,200,5 1,112,6 87,9 919,0 829,9 89,1 + 30.6 + 34.1 一 1.3

職貝 1,167,4 605,3 562,1 864,4 411,1 453,3 + 35.1 + 47.2 + 24.0

労働者 865,9 530,2 335,7 564,6 340,5 2*24,1 + 53,4 + 55.7 + 49.8

合 計 3,563,8 2,470,2 1,093,6 2,669,7 1,811,9 857,8 + 33.5 + 36.3 + 27.5

家享奉公

職員 18,7 0,8 17,9 28,4 2,0 26,4 -34.2 一 60.0 一 32.2

労働者 1,325,6 11,7 1,313,9 1,241,1 17,9 1,223,2 + 6.8 -34.6 + 7.2

合 計 1,344,3 12,5 1,331,8 1,269,5 19,9 1,249,6 + 5,9 一 37.2 + 6.6

給計

自営業者 4,783,8 3,974,3 809,5 5,213,6 4,282,0 931,6 一 8.2 一 7.2 -13.1

補助家族構成員 5,627,6 1,008,5 4,619,1 5,312,1 1,163,1 4,149,6 + 5.9 -13.3 + 11.3

職員• 官吏 6,481,9 4,482,9 1,999,0 5,612,4 3,903,3 1,709,1 + 15.5 + 14.8 + 17.0

官吏 1,818,2 1,696,0 122,2 1,508,8 1,380,1 128,7 + 20,5 + 22,9 一 5.1

職M 4,663,7 2,786,0 1,876,8 4,103,6 2,523,2 1,580,4 + 13,6 + 10.5 + 18.8

労働者 17,375,3 12,102,7 5,272,6 16,157,9 11,468,6 4,689,3 + 7.5 + 5.5 + 12,4

就業者総数 34,268,6 21,568,4 12,700,2 32,296,0 20,817,0 11,479,0 + 6.1 + 3.6 + 10.6

(出典：Stat. Handb., S. 32f.)



Schupetta, S. 36ff., 47, 55ff., 136.

Mason: "Frauen"，S. 167, 172ff.

JVuS, 1939, S. 389ff.; Kuczynski, Bd .18, S. 214f. 

IVuS, 1939, S. 391.

それに対し Winkler: Frauenarbeit, S. 56ff.
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とになる。 それに対して， い わ ゆ る 工 業 • 手工業部門には1939年に26%しか就業していなかった。

また社会層別にみると，補助家族構成員が重要な比重を占めていた。 その意味で，Schupettaのよ

うに， 女性の労働過程への配置投入がすでに1939年に一定の限界に達していた， と主張することは 
(18)

できないであろう。

しかし他方で，Masonのように，工業部門には女性はわずかしか配置投入されず， 結婚と出産の

奨励というナチスの政策は女性就業者数の増加と基本的に対立していた， と捉えることがはたして 
(19)

できるであろう力、。 この点を明らかにするために，工業部門の女性就業をみることにしよう。表 2

が示すように，工 業 • 手工業部門全体における女性就業者数の増加は， 平均を上まわるものであっ

た 。 その中でも工業部門における女性就業者数の増加率は工業• 手工業部門全体のそれを大幅に上

まわるものであった。工業部門全体の就業者に占める女性就業者数の比率は， 前述したように1936

年まで低下していったが， それ以降は上昇している。

次に工業部門内部における女性の就業構造をみることにしよう。 消費財工業では1935年以降女性

就業比率が上昇し， また生産財工業では， 最低水準を示した1936年以降， 女性就業比率は上昇した。

しかも， 生産財工業での女性就業者数の絶対的増加は， 消費財工業のそれをはるかに上まわってい 
(20)

た 。 たしかに工業部門に就業する女性の約3 分 の 2 が消費財工業に就業しており， 消費財工業が女

性の就業にとって決定的に重要な部門であったことは否めない。 具体的には，1938年にたとえぱ繊

維業で46万2, 000名， 食糧品業で20万1,000名，衣服業で18万5, 000名の女性が就業していた。 しか

し他方， 生産財工業の中でも， 女性就業者数が多い部門もあった。 た と え ば ， 電 機 産 業 で は 11万
(2 1)

1, 000名，金属製 品 工 業 で は6 万8, 000名が就業していたのである。

このように， 1930年代 ド イ ツ の女性就業の実態は，「女性は家庭に」 というナチスの母性イデオ 

ロギ一とその政策とは明らかに異なるものであった。 この時期に， 女性就業者数， とりわけ既婚女 

性の就業者数は増加した。1936年までは女性の就業比率は低下したとはいえ， それはナチスの母性 

イデオロギー政 策 によるものではなかった。第 一 次 産 業 部 門 か ら 第 二 次 • 第三次産業部門への労働 

力の重点移動がみられ，農業部門ではとくに非就業の女性家族構成員が労働投入され， いわゆる農 

業労働者数の減少を補填していた。 それに対し，工業部門では，1930年代後半に女性就業者数は著 

しく増加したのである。 しかし， 他方でこれは， ナ チ ス .ド イ ツ の 経 済 的 必 要 性 に よ る 労 働 力 政 策  

の直接的帰結であるとはいえない。 というのは， 非就業を結婚資金貸付の条件にする政策は1937年 

10月に廃止され， 非就業女性が労働過程に入りやすくなったが，家享享公を工業部門へ，工業部門 

の中でも消費財部門から軍需関連部門へという形で女性労働力の移動が行なわれたわけではなかっ

)
)
)
)
) 
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たからである。唯一， 女性農業労働者数の減少が確認されうるにすぎない。 また，1939年 2 月に，

労働義務制が導入されたが， 未婚の失業女性だけが対象とされ， 戦争勃 発 ま で に わ ず か5 万名の女
(23)

性 が 実 際 に 労 働 を 義 務 づ け ら れ た に す ぎ な 、。

それゆえ， 1930年代に女性就業者数が増加し， また女性就業比率が上昇したにもかかわらず，大 

戦前にはなお数多くの非就業女性が存在していた。1939年には14歳から65歳までの女性労働可能人 

ロのうち，49.2%が実際に就業していたにすぎず， なお半分以上の女性が労働をまぬがれていたの
(24)

である。 特に既婚女性の場合， 同年齢層の66.4%は相変わらず労働していなかった。

とはいっても， ナチス国家指導部はそのイデオロギーに立脚して， ドイツ人女性の労働動員を考

慮しなかったというわけではない。すでに1937年11月には， 既婚女性の就業を阻む法規制は廃止さ 
(25)
れ， さらに， 1938年 7 月 8 日，Goringは航空機産業家に対して，「戦時動員の場合， 我々は再び非

常に広範囲な規模で女性労働に着手しなければならない」 という考えを表明し， そのための予備手
(26)

段を整えておくように訴えていた。続いて， 1939年 6 月23日 のライヒ防衛評議会でG5ringは 「戦

時の女性労働義務は決定的に重要である」 ことを強調し， 男性労働力の代替と補充のために女性を
(27)

大々的に戦争経済に重要な労働に就業させることの必要性を説いた。

このように，大戦前にナチス国家指導部はドイツ人女性の労働動員の戦争経済的必要性を認識し

ていたのである。 しかし実際には導入されなかった。 というのは， その背景にナチスの母性イデオ

ロギ一が存在していたからである。1930年 代 に お い て は ナ チ ス . ドイツは， イデオロギーと戦争経

済的必要性との間で揺れ動き， 両方を同時進行的に推進していったといえよう。 したがって， ドイ
(28)

ツ人女性は経済的な緊急用の代替あるいは経済的な目的のための手段にとどまるものではなかったC

こ のイデオロギーと戦争経済的必要性の双方を共存させる課題を担ったのが，「民族共同体」 によ

るプロバガンダであ つ たが， 母性 イ デオロギ一は， 戦争経済的必要性による女性の労働配置よりも
(29)

はるかに高くプロバガンダされ， 両者の共存を不可能にした。 それでは， 第二次世界大戦が始まる 

ことによって， 母性イデオロギーと戦争経済遂行のためのドイツ人女性の労働配置政策との関係に 

大きな変化が生じたのであろう力、。 ドイツ人女性の就業状況はどのように変化したのであろう力、。 

この問題を明らかにするために， 次節では，第二次世界大戦中のドイツ人女性の就業構造を統計的 

に分析することにしよう。

(22)

注 （23) Winkler: Frauenarbeit, S. 60ff.

(24) WuS. 1941, S. 50この点は，第二次世界大戦期の女性労働動員をめぐる論議ならびに民意を考察す 

るうえできわめて重要である。
(25) Winkler: Frauenarbeit, S. 57 ; Kuczynski: Bd. 6, S. 152.

(26) Besprechung Gorings mit den Herren der Luftfahrtindustrie am 8. 7.1938, Dok. 140-R, IMT, 

Bd. 38, S. 395.

(27) Dok. 3787-PS, IMT, Bd. 33, S. 151 .ライヒ労働省の政務次官Syrupによれば，なお350万名の非 
就業の女性が労働動員可能であった。Ibid., S .153.

(28) それに対し Klinksiek, S .108.

(29) Klinksiek, S .11 Of.

—— 4 1 ——



♦  

CTi 
1—i

f i g

-ri^

欲

• " H O ' i C O  ササ t > » i r 5 T " H C ' 3 C ' ' 3  サ

cvq サ C T 5 « £ > t ^ c g t O  寸 r « i L O O  
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第二節大戦期の女性就業

第二次世界大戦期ドイツの就業構造においてまず目につくのは， ま 3 から明らかになるように，

ドイツ人男性の召集によって， ドイツ人の就業者数は減少の一途をたどり， また， その減少分はド

イツ人女性によっては補填されなかった点である。 つまり， ドイツ人男性の就業者数の激減に対しI

ドイツ人女性の就業者数は， まず1939年から1941年まで減少し， そ れ 以 降 増 加 に 転 じ た も の の ，

1943年以降停滞していたのである。 それによって， たしかにドイツ人就業者に占めるドイツ人女性

の比率は，1939年から1944年の間に37. 4%から51.1%にまで上昇し， また，個々の部門でも上昇を

示した。Overyはこのドイツ人就業者に占めるドイツ人女性の比率の上昇から，ナチスがドイツ人
(30)

女性を積極的に労働動員したと結論づけたが， しかしこの上昇は， ドイツ人男性が大量に召集され

ることによって就業者数が絶対的に激減したためであり，後 に 述 べ る よ 表 5: 労働力全体に占める
ドイツ人女性の割合

うに， ドイツ人女性が積極的に労働動員されたためではなかった。 行

政 ，サーヴィス部門ではドイツ人女性の就業者数は絶対的に増加し， そ 

れに対して家#:享公は減少した。それ以外の部門では， 戦争初期の段階 

でドイツ人女性就業者数は減少し， その後わずかに増加ないし停滞して 

いる。総じて， ドイツ人女性の大幅な就業構造の変化はなかったといえ 

よう。外 S 人労働者を含めた就業者数全体に占めるドイツ人女性の割合

1939年 37.1多

1940年 39.9

1941年 39.1

1942年 40.6

1943年 40.5

1944年 41.0

(出典：USSBS, S. 2050

は ま 4, 5 から明らかになるように，1940丰以降わずかな変動はあるものの， ほとんど変化はなか 

った。

次 に ま 6, 7, 8 をもとにして，工業部門におけるドイツ人女性の就業構造をみてみよう。 旧ラ

イヒにおけるドイツ人女性のエ爱就業者数の絶対数は， 戦争勃発後， 減 少 • 停滞したが，工業部門

別にみると，原材料部門（鉱業，製鉄業，金属業，化学工業等）ならびに製造業部門(機械製造，電機等）

で増加し，建 設 業 部 門 と 消 費 財 部 門 で は 減 少 し た 。O veryはそこに， 戦争勃発以降積極的にドイ
(31)

ツ人女性を労働動員しようとしたナチスの意図の結果をみている。 しかし，外国人労働者， 戦時 l i  

虞を含む工業部門就業者数全体に占めるドイツ人女性の割合でみると， 1939年 5 月 から1940年 5 月 

にかけてその比率は上がったとはいえ， それ以降はむしろ停滞ないし低下していたのである。 換 S 

すれば，外国人労働者と戦時捕虞の比重が重くなったということである。部門別の比率でみると， 

原材料部門，製造業部門でドイツ人女性の比率が上がっているが，原材料部門では1940年以降はむ 

し ろ 停 滞 し 製 造 業 部 門 で 1941年 5 月から1942年 5 月にかけてわずかに比率が上昇したとはいえ， 

どちらかといえぱ停滞していた。 両部門とも1939年 5 月 から1940年 5 月にかけてドイツ人女性の比 

率が上昇したが， しかしこの時期には消費財部門においてもドイツ人女性の比率は上昇したのであ 

る。 この戦争初年度におけるドイツ人女性の就業比率の上昇は， 召集によるドイツ人男性の労働過

注 （3の Overy, S. 425f.

ひ1 ) Overy, S. 4 2 7 .ただしOveryの統計は外S 人を含む女性就業者数の比率であり，外国人労働力の 

少なからぬ部分を占めた外国人女性をドイツ人女性と分別せず合算してしまうのは問題がある。
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Schupetta, S. 63ff.

Scharlau, S. 89ff.

Winkler: "Frauenarbeit", S. 113, 126. 

Schupetta, S. 136ff., 141ff.
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程からの離脱と，外国人労働者がまだそれほ

ど積極的には動員されていなかったことと関

係している。

しかしそれでも，全産業部門に就業するド

イツ人女性の数が停滞し， かつまた，工業部

門 全 体 に お い て は 減 少 . 停滞していた事実を 
(32)

考慮すれば， 生産財部門においてドイツ人女 

性就業者の絶対数が増加し， 消費財部門で減
(33)

少したということは，大戦期に工業部門内で 

の女性就業構造の変化があったことを示して 

いる。 しかしそれは，就業していないドイツ 

人女性の労働過程への投入を意味するもので 

はなく， むしろ， 既に就業しているドイツ人 

女性工業労働者の部門内配置転換を意味する 

ものである。

このように， 統計的分析によって明らかに 

なった点は，第一に，すでに1930年代の後半 

に， かなりのドイツ人女性， とりわけ既婚女 

性が労働に就くようになったということ， 第 

ニに ，第二次世界大戦期の初期にはそのプロ 

セスは逆転し， ドイツ人女性の就業者数は減

表 B: 旧ライヒ工業部門別ドイツ人女性就業者統計 

(単位1,000名，各 31H現在）

1939 年 1940 年 1941年 1942年 1943 年 1944 年

原材料部門， 240 266 278 282 314 338

製造業部門 671 790 864 913 988 1,049

建設業部門 41 33 34 31 31 32

消費財部門 1,552 1,335 1,293 1,144 1,096 958

総 計 2,504 2,425 2,469 2,370 2,429 2,377

(出典：Die deutsche Industrie, S. 150ff.)

表 7: 旧ライヒ工業部門別就業者統計

(単位1,000名，各5月31日現在）

1939年 1940年 1941年 1942 年 1943 年 1944 年

原材料部門 

製造業部門 
建設業部門 
消費材部門

2,045

3,575

1,309

3,209

1,963

3,681

963

2,631

2,100

3,995

961

2,542

2.097

4.098 

687

2,269

2,282

4,415

596

2,239

2,400

4,540

618

1,992

総 計 10,138 9,238 9,598 9,151 9,530 9,650

(出典：Die deutsche Industrie, S. 150ff.)

表 8: 旧ライヒ工業部門別ドイツ人女性就業比率

(単位％, 各5月31日現在）

1939年 1940年 1941年 1942年 1943年 1944年

原材料部門 
製造業部門 
建設業部門 
消費材部門

11.7

18.8 

3.1

48.4

13.6 

21.5,

3.4

50.7

13.2

21.6

3.5

50.9

13.4

22.3 

4.5

50.4

13.8

22.4

5.2

49.0

14.1 

22.6

5.2

48.1

総 計 24.7 26.3 25.7 25.9 25-5 24.6

(出典：表6, 7から算出）

り，その後停滞するに至ったということ，第三に，工業部門では，1930年代にみられたドイツ人女 

性就業者数の増大は，大戦期になるともはやありえなかった， しかし， その内部では， 消費財部門 

での減少と生産財部門での増加という現象がみられたということである。 したがって，大戦直前に 

大量の女性労働力予備軍が存在していたとはいえ， それは，W inklerが主張するような，94万名の
(34)

独身女性， 子 供 を も た な い540万名の既婚女性というほどには大量ではなかった。 しかし他方で，
(35)

Schupettaが主張するように， す でに1939年 に 女 性 就 業 は 「相対的な頂点」 に達したともいえない。 

先述したように， ナチス国家指導部はすでに大戦前にドイツ人女性の労働動員の構想を模索してい 

たが， そ の 前 提 と し て350万名のドイツ人女性の労働動員が可能であると考えていた。 その数はと

注 ひ 2)

(33)

(34)

(35)



もかく，なおかなりのドイツ人女性労働者が大戦前に非就業のまま存在し，そして大戦中は，労働 

力需要の急激な高まりにもかかわらず， ドイツ人女性の就業者数はむしろ減少• 停滞したのであるa 

その原因はいったい何に求めうるのだろうカシそれが次節以降の課題である。

第 二 章 女 性 「労働動員」政策

第一節女性労働配置政策

本節では，1943年 1月に「労働総動員」令が導入される以前の時期において，ナチス国家指導部 

がどのようなドイツ人女性の労働配置政策を実施していたかを検討することによって，大戦初期の’ 

段階でなにゆえドイツ人女性の就業者数が減少• 停滞したのかを明らかにする。その原因として， 

第一に，女性労働動員が実施されなかったということ，第二に，女性の就業を阻むような制度が導 

入されていたということ，の二つがあげられる。

まず，ナチス国家指導部がドイツ人女性の労働動員を実拖しなかったという点である力：，これは， 

前述したように，ナチス国家指導部がドイツ人女性の労働動員を構想していなかったということで 

はなく，最終的に構想の実現が高度の政治的半！!断にもとづいて拒否されたということである。

1940年 4 月末にライヒ労働大臣は，ライヒ防衛課題のための女性労働配置強化に関する命令草案 

を提示した。それは，幼児のいないU 歳から40歳までの女性を，労働配置能力検査のために労働局r 

に届けさせようとするものであった。この提案は議論されたものの， 6 月になってG 5ringは本草
ひ6)

案破棄を決定した。この享実は，女性労働動員が国家指導部において本格的に議論の対象となって

いたことを示している。しかし実際には高度の政治判断によって草案は破棄されたのである。さら

に D A F の L e yは1941年 9 月10日，全般的な女性労働義務制の導入を要求したが，ヒトラーは9

月22日，その導入を拒否している。こうした高度の政治的判断の背景には，イデオロギー的動機が
(37)

決定的なものとして存在していた。しかし他方で，この時期にはまだ，「電撃戦」構想に立脚して，

ドイツ経済の再編成は不必要であるという認識があったことは，看過されてはならないであろう。
(38)

そしてその背後には，外国人労働力を豊富に利用しうるという期待が存在していたのである。

r電撃戦」戦略は1941年末以降実質的に放棄され，1942年初頭，Speer-Sauckd体制が成立した。

1942年 4 月20日，Sauckelは労働配置計画において， ドイツ人女性の労働動員が，子孫繁栄という
(39)

母性機能に対してもつ危険性を指摘しさらにSauckelは 1942年 4 月の労働配置総監の「根本原 

則」において， ドイツ人女性に負担をかけないために， ドイツ人女性の労働義務を導入しないこと

注 （36) Eichholtz: Kriegswirtschaft, I, S. 80f. ； Mason: "Frauen", S. 176.

(37) Winkler: "Frauenarbeit", S. 116; Bajohr, S. 273f.

( 3 8 ) 矢野「外国人強制労働への道」。

(39) Winkler: Frauenarbeit, S. 144ff. ； Recker, S. 170.; Dok, 016-PS, IMT, Bd. 25, S. 6 3 .わが国O

研究としては大野英ニ「『第三帝国』におけるテクノクラートの役割」39頁以下参照。
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を宣言し， ドイツ人女性の強制的労働動員は行なわず， 自由意志にゆだねるものとした。 ナチスの

母性イデオロギーがドイツ人女性の労働動員の実現に対してマイナスに作用した， ということが明

らかであろう。 しかしその際留意しなければならないのは， ドイツ人女性の強制的労働動員を行な

わないということは，後述するように， とりわけ中.上層社会層の女性の労働動員を行なわないこ

とを意味していたという点である。1939年 5 月 の 時 点 で 女 性 は 1,460万 名 が 就 業 し 全 就 業 者 数 の

37%を占め， ドイツ経済にとって不可欠の労働力となっていた。 その意味では， ナチスの母性イデ

オロ ギ 一 と い う の は ， あくまで，就業しない， あ る い は 就 業 す る 必 要 の な か っ た 女 性 の 「母性保

(41)
護 」 にむけられていたのであり，社会階層と密接な関係にあったのである。

第二に， 女性の就業を阻むような制度があげられよう。 これは， 召 *兵 士 の 家 族 の た め の 家 族 援
(42)

助金制度であり， この制度は，兵 士 の 残 さ れ た 家 族 の 生 活 に 対 す る 「補償」 を提供するもので， 月
(43)

200RM を上限に，夫 の 純 収 入 の85%までを保証するものであった。 この家族援助金は女性の低賃 

金水準と比較するとかなり高額であり， これによって， まは働かずに家族を養っていくことが可能
(44)

となった。 それゆえ， この制度は， 多くの兵士の妻が就業ならびに就業継続の意欲を失うという結 

果をもたらした。1940年 4 月に，ニー ダーザクセン県知事はライヒ労働大臣にあてて，「これまで職 

業についていた女性が，夫が兵役に召集されるや，就業をやめるという現象， また， 女性が従軍中 

の軍人と結婚後すぐにこれまでの職を放棄し，経済的にはもはや賃金に依存することなく生活しう
(45)

るという現象力;， 今や一般的弊害になっている」 と記している。

このように， 女性の低賃金と劣悪な労働条件と結びついて， この家族援助金は女性就業者数を減 
(46)

少させることになった。 しかし， ナチス国家指導部は， 女性就業者数がこれほど減少することは考 

えていなかったようである。 そこで1941年 6 月， 召集家族援助金制度の見直しを極秘裡に行ない，

就業することを，援助金支給の条件としたのである。 しかし， この見直しはけっして成果をあげた
(47)

とはいえず， わ ず か 3 万 4, 000名の女性が就業することになったにすぎない。
(48)

こうして，大戦の初期段階で， ドイツ人女性の就業者数は全体として減少することとなった。 こ 

うした状況のなかで，工業部門内部で消費財部門から生産財部門へドイツ人女性就業者の比重が推 

移したことは重要な意味をもっていたといえよう。 しかしそれは，Overyが主張するような， ナチ

(40)

注 （40) Alleemeine Grundsatze des GBA. Das Programm hrsg. am Geburtstag des Fiihrers 1942’ 

in: Handbuch, S. 32ff.; Winkler: "Frauenarbeit", S .116; Gersdorff, S. 54.

(41) Bajohr, S. 274 ; Arendt, S. 306.

( 4 2 ) この制度はすでに1936年に制度化されたが（Albrecht, passim.), 1941年6 月26日の法律によって 

統一的なものとなった。Schielin, passim.

(43) Albrecht, S. 75 ： Schielin, S. 451ff.

(44) Albrecht, S. 80; Schielin, S. 454f.

(45) Gersdorff, Dok. 127, S. 309.

(46) Kuczynski, Bd. 6, S. 256.; Zumpe, S. 350f.

(47) Winkler: "Frauenarbeit", S. 114; Bajohr, S. 257.

(48) Winkler: Frauenarbeit, S. 92. Eichholtzは支配者の側の民意に対■する政治的な不安と恐れを強調 
している。Eichholtz: Kriegswirtschaft, I, S. 85.
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Overy, S. 429f.

Winkler: "Frauenarbeit", S. 112; Scharlau, S.92f.

矢 野 「外国人労働者の強制連行• 強制労働」
Bleyer, S. 68ff.; Eichholtz: Kriegswirtschaft, I I , S. 226.

Bleyer, S. 79.

Rede von Generaloberst Jodi vor Reichs-und Gauleitern vom 7. November 1943, D o k .172 

し，m T ,  Bd. 37, S. 632ff.

Bleyer, S. 74ff.
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ス国家指導部の意図的戦略によるものではなかった。 というのは， ドイツ人女性の労働義務制が， 

戦時中においてもけっして広範囲には活用されなかったからである。1940年 6 月までに全体で約25 

万名のドイツ人女性が労働を義務づけられたが， その大部分は，すでに就業している女性に対し， 

別の職場での労働を義務づけたものであった。 しかも， 大戦初期には， ドイツ人女性の労働過程へ 

の配置投入， とりわけ， 消費財部門から生産財部門への比重の推移は， 強制的になされていたので
(50)

はなく， あくまでもま由意志にもとづいていた。 しかしながら， 1943年になると， ついにヒトラー 

もドイツ人女性の労働動員を積極的に進めることに応じざろをえなくなった。

(49)

第 二 節 女 性 「労働動員」政策

そこで本節では， ドイツ人女性の労働動員体制の成立とその内容を明らかにすることにしよう。 

し か し そ の 際 留 意 し な け れ ば な ら な い の は ， ドイツ人女性の労働動員も， 戦争経済に労働力をい 

かに確保するか， という問題との関連において構想されていたということである。 それゆえ， まず, 

1942年末から1943年初頭の労働力需要を分析し， それに対していかなる政策が導入されたかを考察 

し， 次に， それとの関連でドイツ人女性の労働動員体制の成立とその内容を分析しよう。
(51)

ところで， この時期の労働力不足は，兵力と労働力をめぐる争奪の激化として特徴づけられる。

ドイツ国防軍の兵力需要は，1942年末のスタ一リングラード攻防戦から翌年1 月のスターリングラ

一ドでのドイツ軍包囲にいたる過程で，急激に高まった。 しかし， それに対し， この兵力需要に对

応する数の兵力は存在しなかった。 そこで，1942年12月19日， ヒトラーは，軍 需 工 業 の 「基幹労働

力」 を召* 免除する条令を廃棄し，20万 名 の 「基幹労働力」 の召集をはかった。 また， 1943年 1 月

8 日， ヒトラーはSpeerと申し合わせて， 召集免除されていた20万 名 の 「基幹労働力」 の追加召集

を 軍 需 工 業 か ら 行 な う 決 定 （S E 行動= 特別召集行動）を下した。 しかし， 国 防 軍 自 体 の1943年前半
(52)

期 の 緊 急 の 兵 力 需 要 は80万名を数えていた。 他方では， 同時期に，軍需経済全体の労働需要は約 
(53)

150万名にのぼり， よって，兵力需要と労働力需要の对立は，「これほど先鋭化した時期はいまだか
(54)

つてなかった」 といわれるまでに激しくなっていたのである。

こうした状況に对して， ナチス国家指導部は， 生産面では， 装甲車， 航空機， 潜水艦生産を最重 

点におき，第二位に精密機械， 第三位に石炭生産，鉄鋼生産，化学工業製品を位置づけるという形
(55)

で， 緊急度によって軍需生産を段階づけることで対処しようとした。

)
)
)
)
)
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それでは， 労働力の面ではナチス国家指導部はどのように対述しようとしていたのであろう力、。

ナ チ ス . ドイツはすでに， 戦時捕虞を含む外国人労働者の強制労働によって労働力需要を充足しよ
(56)

うとしていたが， その成果は， 戦況と労働市場のために充分なものではなかった。 そこで， ライヒ

総 理 府 長 官 Lammers, Goebbels,党 官 房 長 官 Borm annは，1942年 末 か ら 1943年初頭にかけて，

新しい労働動員計画の作成準備を行なっていた。43年 1 月 7 日/ 8 日には， ラ イ ヒ総理府での協議

会で，Speer, Keitel, Sauckel等も参加して，ト)軍 需 経 済 上 重 要 で な い 工 業 の 「閉鎮」 に よ る 労

働力確保，ねこれまで就業していなかったドイツ人住民の労働動員， 軍需に不可欠な労働力とし

て徴兵免除されていた労働者の召* , を内容とする労働動員計画を決定した。軍需経済への労働力

の集中がはかられる一方， 国防軍兵力の増員という方策が，r総力戦」遂 行 の た め の 不 可 欠 の 措 置
(57)

として計画されることとなったのである。

こうした準備作業を経て， ヒトラーは1943年 1 月13日，「ライヒ防衛のための包括的労働配置布

告」 に署名した。 この秘密布告の目的は，「前線出動のために戦闘能力ある男性J を 確 保 す る こ と

にあり， そのために，「労働力が利用されていないか， あるいは充分には利用されていないあらゆ
(58)

る男女を把握し，彼らの労働能力に応じて労働配置する」 ことをめざすものであった。 国防軍最高

司令部長官は，「軍需に必要不可欠なすべての召集免除者を新たに厳格に検查し， 戦争に重要な他

の課題を危険にさらすことがないことを条件に， この召集免除を解除する」権限をもった。 それに

よって生じた労働力不足を補うために， 労働配置総監は，就 業 し て い な い 「16歳から65歳までの男

性ならびに17歳から50歳までの女性」 に 「届出」 を命ずる権限をもった。 さらに， ライヒ経済大臣

は， ライヒ防衛課題のために商業と手工業の労働力を確保するために「戦争経済あるいは生活に重
(59)

要」 で な い 企 業 の 「閉鎖」 を命ずることができた。

1943年 1 月30日のナチス政権樹立10周年に際して， Goebbelsは 「総力戦」 のための総動員体制
(60)

を宣言した。 ここに， 男女の別なく ド イ ツ 人 を 戦 争 経 済 に 配 置 投 入 す る 「労働総動員」体 制 が 宣g 

されることになったのである。 し か し こ れ に よ っ て 文 字 通 り の 「労働総動員」体制が確立したわ 

けではなかった。 こ こ で 意 図 さ れ た r 労働総動員」 は， い か な る 意 味 で 「総動員」 ではなかったの 

であろう力んナチスの母性イデオロギーは，軍需経済的必要性の背後に退くことを余儀なくされて 

しまったのであろう力、。

Sauckelは， 1943年 2 月 5 日， 6 日の全国指導者大会で， 労働総動員計画を說明している。彼は，

注 （5 6 )矢 野 「外国人強制労働への道」r外国人労働者の強制連行 • 強制労働」

(57) Bleyer, S. 58f.; Herbst, S. 207ff.; Recker, S. 180 f.軍需のために必要不可欠な召集免除者（Uk- 

Gestellten)が約530万名も存在していた。 Bd. 3, S. 186.)

(58) Der zweite Weltkrieg, S ,186; Gersdorff, Dok. 179’ S. 375ff.

(59) Der zweite Weltkrieg, S. 186ff.; Bleyer, S. 59f. ： Recker, S. 182f.同月27日のヒトラ一の条令にお 

いては女性の届出義務は45歳に引き下げられた。Reichsgesetzblatt I , 1943, S. 67f.

(6の Moltmann, S. 22.f 「総力戦」構想の歴史についてはS .18ff.参照。翌月18日にGoebbelsはスポ 

ーッ宮殿にて有名な演説を行なった。この演説についてはMoltmann, S. 23ff.

— 48 —



第一に’ ドイツ人の「もっとも安全かつ合目的的」な動員，第二に，可能なかぎりで外国人労働力
(61)

の動員を要求した。同年4 月20日の宣言•でもSauckelは，第一に，届出義務制によるドイツ人の労
(62)

働総動員，第二に，占領地での労働総動員を命じており，Goebbelsと同様，第一にドイツ人の労

働総動員，第二に外国人の労働総動員を意因していたように思われる。その意味では，母性保護の

ために’ ドイツ人女性の強制的労働動員を行なわないとしていた一年前と比べると，宣言上では，

外国人に対してドイツ人の労働動員を優先し，かつ，実質的に， ドイツ人のなかでもドイツ人女性

の労働動員を優先していたということは，労働力調達の歴史の中で一'"3の転換を意味したといえよ

う。しかしそれにもかかわらず，この「労働総動員」は文字通りの「総動員」ではなかった。とい

うのは，妊婦，未就学児童をかかえる母，14歳以下の子供を二人もつ母は，「届出」義務から免除

されていたからである。したがって，r労働総動員」の対象となったのは，まず，子のない，ある

いは14歳以上の子供をもつ未就業女性であり，次に週48時間以下の就業をしていた女性，そして14

歳以下の子供が一人しかいない女性であった。このように，対象となる女性の範囲は限定されてお
(63)

り，その意味でこの時点においても，実際の「総動員体制」は構想されてはいなかったのである。’ 

Saucke l自身が同年2 月初旬に述ぺているように，「いかなるま情があろうと」 ドイツ人女性が
(64)

r肉体的• 心的健康を害さない」よう配慮しなけれぱならなかった。それゆえ，この「届出」義務 

による「労働総動員」は， ドイツ人女性の社会政策. 労働政策上の特権をおさえることなく，戦争
(65)

経済のための増大する労働力需要に答えるという矛盾した政策であったといえよう。しかしその 

際留意しなければならない点は，これまで就業していたドイツ人女性は，子供の数，年齢等一切考 

慮されずそのまま労働を続けていたという♦ 実である。 それゆえ，r労働総動員」 の対象となり， 

かつドイツ人女性に対する社会政策• 労働政策上の特権の対象となったのは，主として労働する必 

要のなかったドイツ人女性であった。自ら労働せざるをえなかった女性，換言■すれば社会階層的に 

は労働者階級，下層中間層に属していた女性の多くは，すでに労働過程に投入されており，したが 

って「労働総動員」の対象とはなっていなかったが，彼女たちは，社会政策.労働政策上の特権の 

対象ともならなかったのである。

したがって，就業していないドイツ人女性を労働動員することは，社会階層的には中•上流階層 

の女性を相対的により多く労働動員することを意味した。Speerは1943年 1月26日の中央計画委員 

会で，r少なくとも100万名のドイツ人を軍需経営に移送するために講じなければならない措置は，

注 (6U Ausfiihrungen des GBA auf der Reichs-und Gauleiter-Tagung am 5. /6. Februar 1943, 

Dok. 1739-PS, IMT, Bd. 27. S. 591.

(62) Manifest des GBA vom 20. April 1943, Dok. Sauckel-84, IMT, Bd. 41,S'231.

(63) Winkler: Frauenarbeii, S. 135.; Recker, S. 183f.その意味で，社会層の高低にかかわらず，平等 

に労働動員しようとする，1943年2月18日のGoebbdsの労働動員構想は実際には何の反応もないま 

まに終わっていた。（Moltmann ; Herbst, S. 198ff.)

(64) Dok. PS-1739, IMT, Bd. 27, S. 611.

(65) Arendt, S. 309; Eichholtz: Kriegswirtschaft, n, S. 228f.
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非常に厳しいものであり，実際私の意見ではドイツ全体の上層の生活水準をさげることになる。こ

れは，戦争の長期化が進むと，我々は大まかにいえばプロレタリア化するということを意味する」
(66)

と述べていた。しかし Speerは他のナチス指導者を說得することはできなかった。r労働総動員」

は最初力、ら，中 • 上流階層のr プロレタリア化」を意味するようなドイツ人女性の仮借なき労働動

員をめざしてはいなかったのである。しかも， ドイツ人女性を労働動員する場合でも，バートタイ
(67)

ム労働が適合的な形態であった。しかしこのパートタイム労働でさえ，後に述べるように，フルタ 

イム労働を長年行なってきた労働者階級と下層中間層の女性にとっては，不満の対象となる可能性 

が残されていた。

第 三 節 女 性 「労働動員」政策の成果

この限定された部分的「労働総動員」はいかなる成果をあげたのであろうか。すでに述べたよう

に，1943年 1月に導入された「労働総動員」は，大別すれば，（1)企業「閉鎖」政策による労働力確

保と，（2) ドイツ人住民（とりわけ女性）の 「届出」義務制による労働動員とから清成されていた。
(68)

まず企業r閉鎮」政策であるが，これは，第一に，商業 • 手工業経営の「閉鎮丄第二に，直接軍

需に関係していない工業経営の「閉鎖」ないし「選別」から成っていた。前者の商業.手工業経営

の 「閉鎖」政策によって，例えば食糧品関係では1943年 6 月中旬に2 万 1,000の経営が閉鎖され，

それによって3 万 3,500名の労働者が確保された。しかし，こうしたやり方は住民に不安を与え，

はやくも同年6 月21日に経済大臣は商業. 手工業経営のr閉鎮」政策の中止を指令した。この「閉

鎖」政策で，少なくとも30万名の労働者が6 月末までに確保される計画であったが，実際には11万
(69)

4, 000名が調達されたにすぎない。後者の軍需に特化されていない工業経営の「閉鎖」政策は，1943 

年 3 月16日に経済大臣によって布告されたが，対象となった経営の不安がつのり，はやくも7 月に 

は，同月末までにこの政策を中止する決定がなされている。 7 月末までに15万名のドイツ人労働力 

が動員されたが，それ以降は，r閉鎖」に代わって「選別」（Ausk^mmung) によって労働力を動員
(70)

するものとされた。1943年に全体で約40万名のドイツ人労働者が動員されている。

それに对して，就業していないドイツ人住民の「届出」義務制による労働動員はどのような結果

をもたらしたであろう力、。この措置は同年6 月未までに終了するものとされ，Speerと K e h r lは,
(71)

これによって200万名のドイツ人女性と100万名のドイツ人男性の労働動員を意図した。1943年 6 月 

ままでに「届出」された数は，女性304万8, 000名，男性54万も000名で，合計359万2, 000名であっ

注 （66) zit. V. Janssen, S. 120.

(67) Bleyer, S. 118f.

( 6 8 ) この時期以前の「閉鎮」政策については，Recker, S .6 3 ff .参照。

(69) Bleyer, S. 105ff.; Eichholtz: Kriegswirtschaft, I I , S, 229ff.

(70) Eichholtz: Kriegswirtschaft, II, S. 234; Recker, S . 186; Bleyer, S. 106ff. ； Herbst, S, 212, 

219ff.

(71) Eichholtz: Kriegswirtschaft, I I , S, 232.



た が ， そのうち， 労働配置可能なのは， 女性146万2, 000名， 男 性 11万6, 000名で， 合 計 157万8,000 

名にすぎなかった。実際に労働過程に投入されたのは，126万名のドイツ人女性と10万1,000名のド 

イツ人男性，計：136万1,000名のドイツ人であった。 しかも， 動員された女性の51.5%がバートタイ
(72)

ム で 就 業 し て おり，実際の成果はもっと小さかったのである。

このように，「労働総動員」 の諸措置のなかでは， ドイツ人女性の労働動員がもっとも大きな成 

果をもたらしていた。 しかしながら，Sauckelは1943年11月18日ヒトラーにあてて， この間労働配 

置された女性のうち，50万名が医者の診断によって再び動員から解除された， と書き送っているよ
(73)

うに， 労働動員された女性のうち， 約40%がごく短時間で再び労働過程から離れていたのである。

ドイツ人女性の就業状況を全体としてみると， その成果の程度が明らかとなろう。表 3 と 4 が示

すように，就業者総数は1942年 5 月 末 か ら 一 年 間 に 123万名増加したが，1943年 5 月末からの一年

間には41万9, 000名も減少した。 そのうち， ドイツ人男性就業者数は，1942年 5 月末から一年間に

140万名減少し，翌一年間にさらに約129万名減少した。 ドイツ人女性就業者の数は， 1942年 5 月以

降一年間に49万1,000名増加した力;， 1943年 5 月 末 か ら の 一 年 間 は ほ と ん ど 増 加 し て い な い 。 その

意味で，就業者現在数で比較したかぎりでは，1943年 5 月からの一年間は， ドイツ人女性の労働動

員が軍需経済の労働力需要に対応しては行なわれなかった年であった。 ドイツ人女性の労働動員は,
(74)

r完全な失敗」 であったといえよう。 それに対し，外 国 人 労 働 者 は 1942年 5 月 未 か ら の 一 年 間 に  

214万5, 000名も増加した。 し か し 1943年 5 月以降はこの外国人労働者の就業者数の増加率も低下 

し，翌一年間には86万6, 000名増加したにすぎない。結果として， 1943年 5 月末以降就業者総数は 

減少することになったが， その中で外国人労働者の果たした役割は大きかったのである。

しかも，就業者の数においてばかりでなく， 労働力の質からみると， 労働配置されたドイツ人労 

働者は，召集された専門労働者の労働力の質にとうてい及ぶものではなかったと思われる。Sauckel 

は1943年 3 月， ヒトラーにあてて，r全 く 労 働 に 慣 れ て い な い ド イ ツ 人 女 性 は ， 召集された兵士の
(75)

代わりをすることはできない」 と 書 き 送 っ て い る 。 さ ら に 1943年 の r特別召集行動」 によって，
(76)

1943年前半期に26万1,000名， 後半期に17万2,000名 の 「基 幹 • 専門労働力」 が 国 防 軍 に 召 *さ れ た
(77)

が，残存労働力と代替として投入された労働力況方の質が問題となった。 （続）

注 （7 2 ) 部門別では軍需経済に56万7, 000名 （そのうち53万7, 000名が女性)，農業に28万7, 000名 （そのうち 

26万2, 000名が女性)，その他に50万7, 000名 （そのうち46万1,000名が女性）が配置された。のZW, 

Bd. 3, S. 217 ; Gersdorff, Dok. 193, S. 399 ; Bleyer, S. 99 ： Arendt, S. 309 ; Eichholtz; Kriegswirt- 

schaft. n , S. 230. H erbstの推計では，136万1,000名のうち，バートタイムや労働能力を考慮する 

と実質的には，約91万2, 000名になるという。Herbst, S.211.

(73) Gersdorff, Dok. 206, S. 423f.

(74) 1944年2 月16日の中央計画委員会でのM ilc hの発言'。zit. v. Bleyer, S. 125.

(75) zit. V. Bleyer, S. 122.

(76) 「基幹労働力」とは代替不可能な労働力，「専門労働力」とは代替が困難であるとはいえ，かなり 

の時間をかければ代替可能となる労働力のことを意味した。

(77) Eichholtzは，1943年が戦争経済への労働力動員にとって危機的な年であったと主張している。 

eichholtz: Kriegswirtschaft, II, S. 235f.
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